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パネルディスカッション
「再チャレンジ支援の実務と課題」

日本弁護士連合会 業務部業務第一課
東京都千代田区霞が関1-1-3 TEL:03-3580-9482

日本弁護士連合会主催

日時・場所

1

月

事前申込制
（会場・オンライン）

参加無料

基調講演

 中小企業活性化パッケージＮＥＸＴにおける支援策について
古川 せひろ 中小企業庁事業環境部 金融課課長補佐

 再チャレンジ支援への期待と再チャレンジ支援の紹介
加藤 寛史 弁護士、中小企業活性化全国本部 統轄事業再生プロジェクトマネージャー
木村真理子 弁護士、中小企業活性化全国本部 事業再生プロジェクトマネージャー

 再チャレンジ支援の事例報告（主債務者破産・保証人単独型、個人事業主特定調停ス
キーム廃業型、事業再生等ガイドラインの廃業型一体型の報告など）

宮原 一東 弁護士、日弁連中小企業法律支援センター・事業再生ＰＴ座長
丸田由香里 弁護士、日弁連中小企業法律支援センター・事業再生ＰＴ委員

2

←詳細は、日弁連ウェ
ブサイトのイベント欄で
ご確認くださいhttps://www.nichibenren.or.jp/event/year/2023/230

410.html

弁護士会館クレオABC／オンライン（Zoomウェビナー）

お問合せ

日弁連ウェブサイト HOME >イベント >year>2023年>事業再生シンポジウム



会場（定員150名）・オンラ
イン参加（先着1000名）。
ともに申込みが必要です

日本弁護士連合会業務部業務第一課
ＴＥＬ：03-3580-9482

２０２０年（令和２年）春からの新型コロナウイルスの影響等により、中小企業の借入金残高
は大幅に増加し、過剰債務問題が悪化しています。

一方で、２０２２年（令和４年）３月に「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」が公表さ
れており、廃業型私的整理手続の定めもあります。法的整理手続と比較し、私的整理手続によ
り経営者の再チャレンジを図る方が事業価値や資産等の毀損が少ない等、中小企業者と対象
債権者双方にとって相当性や合理性があり、近時、再チャレンジ支援に注目が集まっています。

そこで、金融機関、中小企業関連団体、各種士業といった中小企業を取り巻くプレイヤー（当
連合会会員を含む。）向けに経営者の再チャレンジ支援の実務と課題に関する本シンポジウム
を開催することとしました。

どうぞご参加ください。

趣 旨

以下の「申込みフォーム」又は二次元コードから
【４月３日（月）までに】お申し込みください。

https://form.qooker.jp/Q/auto/j
a/jss2023/apply/

※オンライン（Zoomウェビナー）の
参加用ＵＲＬ等は、当日までに、お申込み
いただいた方宛てにメールでお知らせします。

アクセス

会場：弁護士会館２階「クレオ」ＡＢＣ

住所：東京都千代田区霞が関１－１－３

地下鉄丸ノ内線・日比谷線・千代田線
霞ヶ関駅 B1-b 出口直結

お問合せ

個人情報取り扱いについての記載：
ご提供いただいた個人情報は、日本弁護士連合会の個人情報保護方針に従い厳重に管理し、本シンポジウムの運営のために利

用します。
また、同個人情報は、参加者の方またはその他の関係者が新型コロナウイルス感染症の陽性診断を受けたことが判明した場合の

対応業務に利用します。この場合、必要に応じて保健所等の公的機関に対して収集した個人情報を提供し、感染拡大防止策を講じ
ることがありますので、同意の上でお申し込みください。

なお、この個人情報に基づき、日本弁護士連合会または日本弁護士連合会が委託した第三者から、シンポジウム等のイベントの
開催案内、書籍のご案内その他当連合会が有益であると判断する情報をご案内させていただくことがあるほか、個人情報は、統計的
に処理・分析し、その結果を個人が特定されないよう統計情報として公表することがあります。

日本弁護士連合会では、シンポジウムの内容を記録し、また、成果普及に利用するため、映像撮影を行っております。撮影した写
真は、日本弁護士連合会の会員向けの書籍のほか、日本弁護士連合会のウェブサイト、パンフレット、一般向けの書籍等にも使用さ
せていただくことがあります。


